
（別紙１－１） 

北九州市予防給付型通所サービス及び生活支援型通所サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱 新旧対照表 

新 旧 

第１条～第２条 略 

（一般原則） 

第３条 

１～２ 略 

３ 指定予防給付型通所サービス事業者、指定生活支援型通所サービス事

業者及び指定共生型通所サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定予防給付型通所サービス事業者、指定生活支援型通所サービス事

業者及び指定共生型通所サービス事業者は、そのサービスを提供するに

当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報そ

の他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならな

い。 

第４条～第２２条の２ 略 

（運営規程） 

第２３条 （１）～（９） 略 

（１０）虐待の防止のための措置に関する事項 

（１１）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２４条 

１～２ 略 

３ 指定予防給付型通所サービス事業者は、予防給付型通所サービス従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定予防給付型通所サービス事業者は、全ての従業者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

第１条～第２条 略 

（一般原則） 

第３条 

１～２ 略 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第４条～第２２条の２ 略 

（運営規程） 

第２３条 （１）～（９） 略 

（新設） 

（１０）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２４条 

１～２ 略 

３ 指定予防給付型通所サービス事業者は、予防給付型通所サービス従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 



（別紙１－１） 

する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための必要

な措置を講じなければならない。 

ただし、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、この規

定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とする。 

４ 指定予防給付型通所サービス事業者は、適切な指定予防給付型通所サ

ービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第２４条の２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する指定予防給付型通所サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

ただし、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、この規

定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とする。 

２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、従業者等に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

３ 指定予防給付型通所サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第２５条 略 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５条 略 
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（非常災害対策） 

第２６条  

１ 略 

２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に

当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならな

い。 

（衛生管理等） 

第２７条  

１ 略 

２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、当該指定予防給付型通所サー

ビス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

ただし、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、この規

定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とする。 

（１）当該指定予防給付型通所サービス事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 （２）当該指定予防給付型通所サービス事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための指針を整備すること。 

 （３）当該指定予防給付型通所サービス事業所において、従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施すること。 

３ 略 

（非常災害対策） 

第２６条  

１ 略 

（新設） 

 

 

（衛生管理等） 

第２７条 

１ 略 

２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、当該指定予防給付型通所サー

ビス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 



（別紙１－１） 

（掲示） 

第２８条 

１ 略 

２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、前項に規定する事項を記載し

た書面を当該指定予防給付型通所サービス事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、

同項の規定による掲示に代えることができる。 

第２９条～第３２条 略 

（地域との連携等） 

第３３条 

１～３ 略  

４ 指定予防給付型通所サービス事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定予防給付型通所サービスに関する利用者からの苦情に

関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定予防給付型通所サービス事業者は、指定予防給付型通所サービス

事業所と同一の建物に居住する利用者に対して指定予防給付型通所サ

ービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても指定予防給付型通所サービスの提供を行うよう努めなければなら

ない。 

第３４条 略 

（虐待の防止） 

第３４条の２ 指定予防給付型通所サービス事業者は、虐待の防止のため

の措置に関する事項について運営規程を定めるとともに、虐待の発生又

はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければなら

ない。 

ただし、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、この規

（掲示） 

第２８条 

１ 略 

（新設） 

 

 

 

第２９条～第３２条 略 

（地域との連携等） 

第３３条  

１～３ 略 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第３４条 略 

（新設） 
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定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とする。 

 （１）当該指定予防給付型通所サービス事業所における虐待の防止のた

めの対策を検討委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）当該指定予防給付型通所サービス事業所における虐待の防止のた

めの指針を整備すること。 

 （３）当該指定予防給付型通所サービス事業所において、従業者に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 （４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３５条～第５２条 略 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、施行日以後に実施された予防給付型通所サービ

ス、生活支援型通所サービス及び共生型通所サービスについて適用し、

施行日前に実施された予防給付型通所サービス及び生活支援型通所サ

ービスについては、なお、従前の要綱の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５条～第５２条 略 

 

 


